
保管中農産物補償共済の概要

風水害や火災、運送中の事故などに対応

保管中の大切な農産物を守ります！

新たな共済が 9月 1日よりスタート

●農作物共済、畑作物共済、果樹共済に加入する農産物が対象
倉庫などの建物に収容されている農産物で、農作物共済、畑作物共済および果樹共済に加入されてい
る品目から加入者が選択した農産物に限ります。但し、他人から預かった農産物は補償対象外です。

●補償の範囲は…
農産物を収穫後、農作業場や倉庫へ保管するための運送中および保管中、また、出荷先へ運送中に生
じた偶然な事故による損害を補償します。但し、運送中の事故において、運送業者等が運送を担う場
合は除きます。

●対象となる事故は…
建物に保管中の農産物においては、火災・落雷、破裂・爆発、物体の落下・衝突、給排水設備の事故
による水漏れ、盗難による盗取またはき損・汚損、騒じょうに伴う暴行・破壊、風害・水害・雪害等
の自然災害、土砂崩れ・地滑り、地震・噴火・津波が対象となります。運送中においては、火災、破
裂または爆発、衝突・墜落および転覆（荷崩れを除く）が対象となります。

●補償期間を２つのタイプから選択
収穫後に一時的に保管する期間を補償したい場合に適したＡタイプ（連続した120日間）と、年間
を通し出荷や自家販売を行っている場合に適したＢタイプ（通年期間）から選択できます。

Ａタイプ 一時保管向け Ｂタイプ 通年保管向け

補償期間は連続 120日間
共済掛金は１口当たり 2,500円

補償期間は１年間
共済掛金は１口当たり 6,500円

加入する１品目につき1口100万円から加入できます。

●補償金額とタイプ別共済掛金

加 入 口 数　　 　補 償 金 額
　　　 共　済　掛　金

Ａタイプ　　　　　　Ｂタイプ

１ 口

３ 口

５ 口

100 万円

300 万円

500 万円

2,500 円

7,500 円

12,500 円

6,500 円

19,500 円

32,500 円

安心のネットワーク

（事務費賦課金を含む）
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秋田県農業共済組合

北 鹿 支 所
北秋田山本支所
中 央 支 所
由 利 支 所
仙 北 支 所
横 手 市 支 所
雄 勝 支 所

℡ 0186-23-7401
℡ 0185-54-5540
℡ 018-865-1701
℡ 0184-24-3301
℡ 0187-63-1066
℡ 0182-32-4150
℡ 0183-73-7131

〒010-0001 秋田市中通３丁目4－50
　　　　　　　建物農機具課 ℡018-884-5233

ご加入のめやすと共済金の支払い
●ご加入のめやす

単位当たり共済金額は、農作物共済、畑作物共済および果樹共済において、年産ごと
に農林水産大臣が定める１kg 当たり共済金額の最高額を使用します。

玄米を米袋30kg入で倉庫等へ300袋保管する場合

保管予定数量（kg）　×　  単位当たり共済金額　  ＝　　　補償金額のめやす

加入する口数は、1口（100万円）または2口（200万円）がめやすとなります。

農産物別１kg当たり金額（令和2年産）

水稲玄米 186円 ・ 大豆 298円 ・ ふじ 141円 ・ 幸水 196円など　

●共済金のお支払い例

火災により玄米を米袋30kg入300袋が倉庫に保管中に罹災した場合

【損害額の計算】
被害の数量 9,000kg　×　水稲の単位当たり金額 186 円　＝　損害額 1,674,000 円

１口の場合

補償タイプは「Ａタイプ」に加入

補償金額と掛金

加入口数 ２口の場合

補償金額 100万円
共済掛金 2,500 円

補償金額 200万円
共済掛金 5,000 円

支払共済金
共済金 1,000,000円

補償金額を上限にお支払いし

ます。

共済金 1,674,000円

補償金額は200万円ですが、損害

額を上限にお支払いします。

共済事故により損害額が１万円を超えた場合、１口100万円を限度に実損害額を共済金と
してお支払いします。
なお、地震・噴火・津波による災害の場合は、実損害額の30％をお支払いします。
（1品目当たり1口につき30万円が限度）

9,000kg　 　　　186円　　　　※

※令和2年産水稲共済の1kg
　当たり共済金額の最高額

（一袋30kg×300袋）
　　　　 　 ×　　　　　　　＝　1,674,000円
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加入のお申込み、お問い合わせはお近くのNOSAIへご連絡ください。

《ご注意ください》
お申込み頂ける口数に上限はありませんが、事故発生時における農産物の実損害額がお支払いの上限となります。
農産物を保管する建物は、建物共済でご加入頂ける物件に限ります。パイプ式格納庫に保管中の農産物は補償されません。
運送業者による運送中の事故は、いかなる場合も補償されません。

（水稲玄米の場合）


